
（一社）長門市観光コンベンション協会へ

スポーツ合宿や奨励金についてのお問い合わせは

長門市で
スポーツ合宿を！

海の幸 山の幸

食材豊富でおいしい食事

トレーニングに集中できる
自然豊かな環境

温泉湯治で
効果的なボディケアも！



長門市スポーツ合宿奨励金
交付要件 下記の全てに該当する合宿が対象となります。

対象施設
長門市俵山多目的交流広場

小河内公園グランド
ながと総合体育館

長門農業者トレーニングセンター

対象競技
山口国体正式競技のうち屋外正式競技
およびフットボール系競技

山口国体正式競技のうち屋内正式競技

奨励金の額

指定奨励競技ラグビーの合宿

１人１泊あたり 2,000円
● ３０人が３泊した場合

３０人×３泊×２,０００円

＝１８０，０００円

山口国体正式競技の合宿

１人１泊あたり １,０00円
● ３０人が３泊した場合

３０人×３泊×１，０００円

＝９０，０００円

奨励金の限度額

１団体あたり
最高５０万円

※ただし、1泊の場合は１０万円
２泊の場合は２０万円
３泊の場合は３０万円
４泊の場合は４０万円

奨励金支払いまでの手順

①施設の予約 （実施団体）
合宿を行おうとする長門市内の対象施設（長門市多目的交流広場・ながと総合体育館・小河内公園
グランド・長門農業者トレーニングセンター）を予約してください。
・長門市俵山多目的交流広場の予約 ゆうゆうグリーン俵山 ＴＥＬ ０８３７－２９－５０７０
・ながと総合体育館の予約 ルネッサながと ＴＥＬ ０８３７－２６－６００１
・小河内公園グランド、長門農業者トレーニングセンターの予約
長門市体育協会 ＴＥＬ ０８３７－２２－３５４０

②合宿計画書等の提出 （実施団体）
合宿開始日の１５日前までに合宿計画書等を長門市観光コンベンション協会に提出してください。

③合宿計画書等の受付・審査 （長門市観光コンベンション協会）
奨励金の支払い要件に該当するか審査します。

④審査結果の通知 （長門市観光コンベンション協会）
審査結果を申請者（実施団体）及び宿泊施設にご連絡します。

⑤合宿の実施 （実施団体）

⑥宿泊料等の精算 （実施団体・宿泊施設）
宿泊施設で奨励金を控除した額で宿泊料等を精算してお支払いください。

⑦奨励金の請求 （宿泊施設）
宿泊施設は奨励金控除額が記入してある宿泊料等精算書の写しを添付して長門市観光コンベン
ション協会に請求書を提出してください。

⑧奨励金の交付 （長門市観光コンベンション協会）
請求書受付後、内容を確認し１４日以内に宿泊施設に奨励金を振り込みます。

⑨奨励金の受領 （宿泊施設）

ラグビーは、俵山多目的交流広場の

ラグビーワールドカップ２０１９キャンプ地
として、認知度向上を目的に、奨励競技
に指定されています。

１ 山口県外のスポーツ団体（部活・サークル・実業団・スポーツ少年団等）もしくは、山口県内の高校生以下
で構成されるスポーツ団体であること。※文化系の団体や県内の大学生以上の団体は対象外です。

２ 対象となる施設を利用して、対象となる競技の合宿を行うこと。

３ 長門市内の旅館業法第２条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊営業を営む施設
に宿泊するものであること。（１泊につき２食以上の食事の提供を伴うこと）
※ただし、合宿所、スポーツ施設に付随する宿所、バンガロー、キャンプ場は対象外です。

４ 長門市内の宿泊施設への宿泊数が、２泊以上で延べ２０泊以上であること。（ただしラグビーについては
１泊も可）

５ 各種大会・会議等への参加を目的としないもの。

６ 営利を目的としないもの

７ 政治的または宗教的活動を目的とするものでないもの。

８ 公序良俗に反しないものであること。

９ 長門市及び長門市関係団体から補助金、助成金等の交付を受けていないこと。

10 地元チームとの交流や競技力強化を主目的とした合宿であること。


